
箱根町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱 Ｑ＆Ａ 

 質 問 回 答 

１ 

町営住宅へ入居する場合は、対象とな

りますか。 

民間の賃貸住宅に入居する方が対象

となりますので、町営住宅は対象と

はなりません。 

２ 

会社名義の社宅への入居で、家賃は民

間住宅並みの額を会社に支払う場合は

対象となりますか。 

社宅、官舎、寮など事業主が用意した

（所有する）住宅へ入居する場合は、

家賃の額にかかわらず対象となりま

せん。 

３ 

夫婦いずれかが再婚の場合は対象にな

りますか。（新婚世帯） 

再婚の場合であっても、資格要件を

満たし、以前にこの補助金を受けて

いなければ対象になります。 

４ 

年齢要件は、いつ時点で判断するので

すか。 

新婚世帯は婚姻届出日時点、転入若

者世帯は転入日時点での年齢で判断

します。交付決定後に 40歳になって

も引き続き補助を受けることができ

ます。 

５ 

平成 28年 10月 1日より前から居住し

ていた賃貸住宅に配偶者を迎え入れ、

新婚生活を開始する場合は対象となり

ますか。（新婚世帯） 

平成 28 年 10 月 1 日以降に契約を締

結したことが条件であるため、新婚

生活の時期にかかわらず対象となり

ません。 

６ 

平成 28 年９月中に賃貸借契約を締結

し、10月 1日以降に住民登録した場合

は補助の対象となりますか。 

平成 28 年 10 月 1 日以降に契約を締

結したことが条件であるため、対象

となりません。 

７ 

補助金の申請時期は決まっています

か。 

初めて申請する時期は決まっていま

せんが、契約を締結して新婚世帯は

１年以内、転入若者世帯は６ヶ月以

内に申請してください。 

なお、支給期間である２年の間は、毎

年４月に継続のための申請書を提出

していただきます。 

８ 

箱根町には短期間の居住となる予定で

すが、対象となりますか。 

箱根町に定住する意思のある方を対

象としていますので、対象となりま

せん。 

９ 
同じ世帯に 40歳以上の親がいますが、

対象となりますか。 

世帯員全員が 40歳未満でないと、対

象にはなりません。 


